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1. 法律の目的に、「自然環境の保全」を位置づけ、農地の生物多様性
を保全して持続可能な農業を実現させる

2. 持続可能な農業の主流化の方針を明記する

3. 基本計画の施策の有効性を評価するために農地の生物多様性の指標
を設定する

4. 基本計画にある施策の有効性を評価するため、農地の生物多様性の
モニタリングと評価の体制を整備する
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•「中間取りまとめ」 生物多様性からみたポイント

・４つの基本理念の見直し
←環境負荷の増大＝「多面的機能の発揮」の定義の課題

（プラスの影響のみ想定、マイナスの影響への言及なし）

マイナスの影響を最小化し、環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業への転換

食料の
安定供給

多面的機能
の発揮

農業の持続的発展

農村の振興

【現行】1990年～

食料・農業・農村基本法 「中間取りまとめ」修正案

国民一人一人の食料安全保
障の確立

環境等に配慮した持続可能
な農業・食品産業への転換

生産性の高い農業経営の育
成確保

農村への移住・関係人口の
増加、地域コミュニティの
維持、農業インフラの機能
確保

農業の発展と
農業従事者の
地位向上

1961～1999年

農業基本法

環境

食料

農業

農村

農業が継続できれば
自動的に機能する



環境配慮の限界
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河川を直線へ、3面コンクリート
わずかな隙間に土と水草を植栽

環境配慮だけでは不十分

1999年 基本法改正 第24条（農業生産の基盤の整備）に「環境との調和に配慮」追加
→2001年 土地改良法改正 第1条に「環境との調和に配慮」が追加

★検証部会や「中間取りまとめ」では
第24条は、議論・記載されず



[農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律]の課題
～本法の点検結果(令和2年）へNGO共同提言から～
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【提言概要】
1. 多面的機能の発揮促進の十分な効果検
証をすべき

2. 生物多様性を劣化させる事業への支援
を見直し、生物多様性保全活動を義務
化すべき

3. 自然環境や生物多様性の保全機能の向
上に資する活動の支援を増やすべき

4. 生物多様性に詳しい専門家・NGOも制
度設計や見直しに参画させるべき

詳細：https://what-we-do.nacsj.or.jp/2022/04/18038/

2022.04.15公開

• 農地維持活動は義務（多面的機能
向上や環境配慮はなくてもOK)

• U字溝化等の農地施設の長寿命化
も数多く実施

（せめて環境保全型工法を必須とす
べき）

★生物性保全が目的の１
つの本法でも、現場の対
策は不十分

予算： 1544億円(平成30年度）

農地面積:52%支援（平成27年度）

参加組織：約3万組織
→影響が大きい重要な法律



農地の生物多様性の危機

【主な原因】

•集約的な農業（土地改良など）

•化学農薬・肥料の使用

•耕作放棄
（水田の場合、katayamaら(2015)）
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生物多様性及び生態系サービスの総合評価
報告書（環境省2021年）

持続可能な農業を支える基盤（生物多様性）が劣化

以前は農地のごく普通種が、絶滅危惧種に



環境保全を法律の目的に追加した事例
（河川法の1997年の法改正）
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（目的）
第一条 この法律は、河川について、洪
水、津波、高潮等による災害の発生が防
止され、河川が適正に利用され、流水の
正常な機能が維持され、及び河川環境の
整備と保全がされるようにこれを総合的
に管理することにより、国土の保全と開
発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、
かつ、公共の福祉を増進することを目的
とする。

https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/river/yoriyoi/yoriyoikawa/kasenhou/kasenhou01.html

基本法でも見習うべきではないか

https://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/river/yoriyoi/yoriyoikawa/kasenhou/kasenhou01.html
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食料の安定供給

多面的機能の発揮

農業の持続的発展

農村の振興

【現行】1990年～

食料・農業・農村基本法 「中間取りまとめ」修正案

国民一人一人の食料安全保障の確立

環境等に配慮した持続可能な農業
食品産業への転換

生産性の高い農業経営の育成確保

農村への移住・関係人口の増加、
地域コミュニティの維持、農業イ
ンフラの機能確保

農業の発展と
農業従事者の
地位向上

1961～1999年

農業基本法
環境

食料

農業

農村

食料・農業・農村基本法 食料・環境・農業・農村基本法

第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を
図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることに
より、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安
定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。

案２）「持続可能な農業の基盤となる自然環境の保全がなされるよう」案１）「環境、」

【意見１】法律の目的に、「自然環境の保全」を位置づけ、農地
の生物多様性を保全して持続可能な農業を実現させる

■提案① 法律の目的（第1条）の修正（案１）or２）の追加）

■提案② 法律の名称の修正



（３）環境に関する施策の見直しの方向性
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【提言２】持続可能な農業の主流化の方針を明記する

①持続可能な農業の主流化

農業の持続的な発展に関する施策において、

（ア）全ての施策を通じ、環境負荷低減等に取り組むべきことから、各種支援の実施に当

たっては、そのことが環境負荷低減の阻害要因にならないことを前提とする

（イ）有機農業の大幅な拡大、水田農業や畜産業におけるメタンや一酸化二窒素、二酸化炭

素等の温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全に配慮した農業の推進

（ウ）有機農産物の輸出の促進も視野に、地域全体で有機農業等に取り組む産地の形成や、

国等の庁舎の食堂における有機農産物の利用促進などの公共調達も含めた、有機農産

物の需要拡大

「対象範囲を限定している

実現するための施策の内容や範囲の記述があいまい

「中間取りまとめ」における【環境政策】の見直しの方針（P38抜粋）

具体的な方法は？
（イ）（ウ）は具体的な方法が記載されている



EUの農業環境政策：クロスコンプライアンス
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EUの農家への補助金の受給条件＝環境保全等が義務化
日本：環境保全が義務化された補助金はほとんどない

農林水産省. (2019). 海外における環境直接支払制度の現状～平成30年度環境保全型農業効果調査事業結果. 



みどり戦略（2021年） クロスコンプライアンスの充実
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https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-112.pdf

戦略本文P4～5：「パリ協定やポスト2020生物多様性枠組への貢献を踏まえた、
政策のグリーン化と、補助金の拡充、環境負荷軽減メニューの充実、これらと
セットでのクロスコンプライアンス要件の充実」



（３）環境に関する施策の見直しの方向性
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【提言２】持続可能な農業の主流化の方針を明記する

①持続可能な農業の主流化

農業の持続的な発展に関する施策において、

（ア）全ての施策を通じ、環境負荷低減等に取り組むべきことから、各種支援の実施に当

たっては、そのことが環境負荷低減の阻害要因にならないことを前提とする

（イ）有機農業の大幅な拡大、水田農業や畜産業におけるメタンや一酸化二窒素、二酸化炭

素等の温室効果ガスの排出削減、生物多様性の保全に配慮した農業の推進

（ウ）有機農産物の輸出の促進も視野に、地域全体で有機農業等に取り組む産地の形成や、

国等の庁舎の食堂における有機農産物の利用促進などの公共調達も含めた、有機農産

物の需要拡大

全ての施策

実現するための施策の方針や範囲を明確にする！

（修正案）「中間取りまとめ」における【環境政策】の見直しの方針（P38抜粋）

「し、補助金や補助事業等、全ての支援事業に対して、
クロスコンプライアンス要件を設定」を追加する
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【意見３】基本計画の施策の有効性を評価するために農地の生物
多様性の指標を設定する

「昆明・モントリオール生物多様性枠組の実現のため生物多様性を含む自然」を追記

「中間取りまとめ」 基本計画に関する記述抜粋P43

「2030年までに、生物多様性の損失を止
め、回復させる」とする生物多様性の新
たな国際目標（昆明・モントリオール生
物多様性枠組）を確実に実行するための
KPIを設定すべき
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【意見４】基本計画にある施策の有効性を評価するため、農地の
生物多様性のモニタリングと評価の体制を整備する

■農地の生物多様性の現状を把握するためのモニタリング と課題
・ 「田んぼのいきもの調査」（2001～2009年） →現在未実施
・多面的機能支払交付金に基づく生物調査 全国3,477団体（2017年度）

（地域の環境教育には貢献） →施策評価の活用なし
・各地域のいきもの調査（地域レベルで実施） →全国評価の仕組みなし
・モニタリングサイト1000里地調査（環境省）約200地点→農地全体は把握できず

（参考）森林資源モニタリング
林野庁1999年～5年に1度実施 1.5万地点
・スギの材積・シカの増加、ブナの減少
⇒森林計画などへ反映

十分とはいえない状況

基本法や関連する法制度において、日本の農地の生物多様性の現状を把握する
ためのモニタリングと評価の体制を整備することを明記し、客観的な根拠に基
づく効果的な施策を展開する必要



•食料・農業・農村基本法の検証・見直
しに関する御意見・御要望の募集中
（7/22 17時〆切）
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農地の生物多様性に向けて、意見を出そう！！

■注意点
• 意見、名前を記入、WEBで送付

（～520字まで送付可能）
• 複数の意見に分けて送付可
• 「①」環境依存文字は使わない（エ
ラーがでて送信できない）

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/
230622.html

https://www.nacsj.or.jp/2023/07/36486/

■中間取りまとめの課題・解説記事など
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参考：モニタリングサイト1000里地調査とは

• 目的 ： 100年間、里山生態系をモニタリングして、保全へ活用

• 調査サイト： 235か所

コアサイト（18か所）2005年～

一般サイト（217か所）2008年～公募で選考、5年に1度更新

• 調査員 ： 約2,500名（2013-2017年）

市民調査員（一般、ハイアマチュア、研究者、企業）

のべ参加者約13万人日以上

• 調査項目 ： 9 項目＋１項目

（植物・鳥類・チョウ類・哺乳類・ホタル等）

• データ数 ： 約226万件

• 調査日数 ： のべ 43,860日

• 事務局 ： 日本自然保護協会

• 解析協力 ： 国立環境研究所

（数値は2019年度末時点の集計結果に基づく）



水辺・草地等の指標種や里山の普通種が急速に減少
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6

1098

7

-5.9 %/年
絶滅危惧Ⅱ類

-5.7 %/年
絶滅危惧Ⅱ類

-16.8 %/年
絶滅危惧ⅠA類

-6.0 %/年
絶滅危惧Ⅱ類

-2.1 %/年

チョウ類の普通種の約3割が急速に減少（絶滅危惧種の判定基準に該当）



成果の発信の結果
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NHK総合（くらし解説）
2019/11/21 10:05-10:15 NHK総合（くらし解説）

https://photos.google.com/share/AF1QipPXPW9mVAr2LAm40m3A9XL7IUDTrCF60P_lAMK
55BBBUHKOhe1LhtjyCW90o8g5Nw/photo/AF1QipNx1YPS6Px9i0uqZZudNxUBc2hjcYMtMlT
I1pOZ?key=QmI0LTRRNXVOeHpoTTRkeDdGRWJ5ZUFSTmRIMzln

朝日新聞ほか 2019/11/13朝刊1面

成果発信

・掲載ウェブサイト・TV放送等、150件以上
（2019年）

2019年 とりまとめ報告書 リリースの結果

https://photos.google.com/share/AF1QipPXPW9mVAr2LAm40m3A9XL7IUDTrCF60P_lAMK55BBBUHKOhe1LhtjyCW90o8g5Nw/photo/AF1QipNx1YPS6Px9i0uqZZudNxUBc2hjcYMtMlTI1pOZ?key=QmI0LTRRNXVOeHpoTTRkeDdGRWJ5ZUFSTmRIMzln

